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政策等の名称 内容

総合計画推進
委員会

平成30年4月
～

平成31年3月

平成30年5月
～

平成31年3月

4回開催/公募
市民1名/

出席率95％

きたひろしま
市民会議

平成30年10月
平成30年11月

～12月
次期総合計画
の策定で実施

パブリックコメント 平成30年12月
平成30年12月
～平成31年1

月

意見提出14
件、4人

地域公共交通
活性化協議会

平成30年4月
～

平成31年3月

平成30年6月
～平成31年3

月

3回開催/公募
市民4名/出席

率93％

市民説明会 平成30年4月 平成30年4月 5回開催/94名

パブリックコメント 平成30年4月
平成30年4月

～5月
意見提出0件

パブリックコメント 平成30年4月
平成30年4月

～5月
意見提出0件

市民説明会 平成30年5月
平成30年8月

～10月
5回開催/37名

パブリックコメント 平成30年12月
平成30年12月
～平成31年1

月

意見提出
4件1人

1-4

平成31年度当初
予算の作成

平成31年度の予算作成にあ
たり、各担当部局からの予算
要求段階における新規事業
(新たに取組もうとする事業な
ど) の内容についてパブリック
コメントを実施する。

財政課

(12)当初予算の作成

1-2

地域公共交通網
形成計画の作成

公共交通の現状と課題を踏ま
え、将来を見据えた持続性あ
る公共交通網の構築に向け、
北広島市地域公共交通活性
化協議会を設置し、公共交通
事業者や道路管理者、公安
委員会、地域公共交通の利用
者等が一堂に会して、本市に
望まれる公共交通のあり方を
検討し、地域公共交通網形成
計画を作成する。

企画課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

1-3

立地適正化計画
の作成

都市機能や居住機能を集約
し、持続可能で利便性の高い
まちづくりを進めるための計画
を作成する。 企画課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

平成30年度　市民参加実施状況一覧（事前評価済み）

整理
番号

市民参加の実施
方法

実施予定時期 実施時期 実施結果 担当課

市民参加条例の区分

1-1

2019推進計画の
作成

第5次総合計画における基本
計画に掲げた施策を効果的に
実施するため、平成31年度か
ら平成32年度までの具体的事
業や活動を年次的に示した
2019推進計画を策定する。

企画課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更
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政策等の名称 内容

子ども・子育て会
議

平成30年4月
～

平成31年3月

平成30年5月
～

平成31年3月

5回開催/公募
市民2名/

出席率94％

アンケート 平成30年11月 平成30年12月 回収率47.9％

アンケート 平成30年8月
平成30年9

～10月
回収率62.8％

下水道事業審議
会

平成30年10月
～平成31年1月

平成30年11月
～平成31年1月

4回開催/公募
市民4名/出席

率85％

パブリックコメント 平成31年1月
平成30年12月
～平成31年1月

意見提出0件

1-6

子どもの貧困に
対する実態調査

貧困の連鎖を断ち切るため、
子どもの貧困に対する実態調
査を実施し、子どもの世帯の
経済状況と生活環境や学校・
家庭での過ごし方などとの関
係を具体的に把握し、調査結
果を踏まえた対策の検討を実
施する。

子ども家
庭課

(13)その他市の機関が市民参加の必要があると
認めるもの

1-7

下水道事業経営
戦略の作成

将来に渡り安定したサービス
の維持継続が求められてお
り、計画的に事業を進める必
要があるため、平成31年度か
ら10年間を計画期間とする下
水道事業経営の基本的な計
画を作成する。

下水道課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

1-5

次期子ども・子育
て支援プランの

作成

国の基本指針に即して、幼児
教育・保育及び子育て支援事
業に係る提供体制の確保や、
子ども・子育て支援法に基づく
業務の円滑な実施に向け、事
業計画を作成する。

子ども家
庭課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

平成30年度　市民参加実施状況一覧（事前評価済み）

整理
番号

市民参加の実施
方法

実施予定時期 実施時期 実施結果 担当課

市民参加条例の区分
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政策等の名称 内容

アンケート
平成30年8月

～10月
回収率
５１．１％

国民健康保険運
営協議会

平成30年8月
～平成31年2月

4回開催/公募
市民2名/出席

率89％

パブリックコメント
平成31年1月

～2月
意見提出0件

子ども・子育て会
議

平成30年5月
～7月

2回開催/公募
市民2名/出席

率90％

パブリックコメント
平成30年6月

～7月
意見提出0件

平成30年度　市民参加実施状況一覧　（事前評価していないもの）

整理
番号

市民参加の実施
方法

2-1

北広島団地地区
の容積率緩和検

討について

北広島団地は開発から40年
余りが経過し、開発当初に建
築された住宅を中心に改築更
新の時期を迎えている。その
様な中で、容積率を見直すこ
とにより、二世帯住宅等の建
設促進を図り北広島団地地区
へ人の流れをつくる。
北広島団地活性化に向けた
検討においても、建蔽率と容
積率の見直しについては、人
口減少と高齢化を背景として
高齢者や子育て世代にとって
安心して暮らせる環境づくり、
地域コミュニティの再生など北
広島団地の活性化につながる
施策のひとつであり、慎重に
検討を進めなければならない
課題となっている。

都市計画
課

（13）その他市の機関が市民参加の必要があると
認めるもの

2-2

国民健康保険税
条例の一部改正

について

国民健康保険制度の都道府
県単位化に伴い、北海道から
示された平成31年度の市町村
ごとの「国民健康保険事業費
納付金」及び「標準保険料率」
を基に、本市における軽減対
策を講じたうえで、保険税率の
改定を行うため、北広島市国
民健康保険税条例の一部を
改正する。

保健年金
課

(5)市税の税率の引き上げを目的として行う条例
の制定、改正又は廃止

2-3

実施予定時期 実施時期 実施結果 担当課

市民参加条例の区分

子ども・子育て支
援プランの変更

子ども・子育て支援プランは、
平成27年度から5か年の計画
期間における、地域の子育て
支援の需要と供給に関する計
画です。
保育の需要の状況を踏まえ、
平成31年度の必要利用定員
総数などを変更します。

子ども家
庭課

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

3 / 4 ページ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （資料１）

政策等の名称 内容

小中学校給食運
営委員会

平成30年12月
～平成31年2月

2回開催/公募
市民0名/出席

率77％

市民説明会
平成30年11月
～平成31年1月

3回開催/61名
/対象：18歳以

上の市民

パブリックコメント
平成30年12月
～平成31年1

月
意見提出0件

観光基本計画懇
話会

平成30年12月
～平成31年1

月

2回開催/公募
市民1名/出席

率100％

パブリックコメント
平成31年2月

～3月
意見提出0件

2-4

まちづくり基本構
想・基本計画（防
災食育施設整

備）

市内全小学校に学校給食を
提供している学校給食セン
ターは、建設後44年が経過し
施設の狭隘老朽化により、調
理に支障が生じる恐れがある
ほか、学校給食衛生管理基準
に一部対応できない状況と
なっている。
　当該施設は、本市の地域防
災計画において炊き出し施設
として位置付けられているが、
現在地は洪水ハザードマップ
によると最大３ｍから５ｍの浸
水が想定されている状況にあ
る。
　このことから災害時の炊き出
し機能や防災活動、平常時の
有効活用として炊き出し訓練
を兼ねることが可能な学校給
食調理場など、食育機能を併
せ持つ複合施設として新たな
小学校給食調理場の整備を
進めることとした。
　施設整備を進めるにあたり、
基本方針、整備地の選定、防
災機能・食育機能を持つ整備
内容などを定める基本計画を
策定する。

学校給食
センター

（8）公共施設の設置に係る計画の策定、変更又
は廃止

平成30年度　市民参加実施状況一覧　（事前評価していないもの）

整理
番号

市民参加の実施
方法

実施予定時期 実施時期 実施結果 担当課

市民参加条例の区分

5

北広島市観光基
本計画について

「にぎわいと魅力あるまち　北
広島」を基本理念とし、「都市
型観光」を推進するために平
成26年に策定した北広島市観
光基本計画を改訂する。

観光振興
課

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更
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